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令和２年度小学校の定期監査結果報告の提出について 

 

 地方自治法第１９９条第４項の規定により、小学校１０校の定期監査を実施

したので、同条第９項の規定により監査結果を次のとおり報告します。 
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定期監査結果報告書 

 

第１ 監査の概要 

 

１ 監査の対象 

全小学校１１校のうち員弁西小学校、山郷小学校、十社小学校、丹生川小学校、

阿下喜小学校、員弁東小学校、笠間小学校、三里小学校、石榑小学校、治田小学

校の１０校について事務の執行や施設の管理が適正かつ効率的に行われている

かを主眼として、監査を実施した。 

 

２ 監査の実施日 

 実施年月日 監 査 対 象 校 

令和３年 

２月 ５日 （金） 

員弁西小学校、山郷小学校、十社小学校、丹生川小学校、 

阿下喜小学校 

２月  ８日（月） 
員弁東小学校、笠間小学校、三里小学校、石榑小学校、 

治田小学校、 

 

３ 実施した監査手続き 

学校長から提出された資料及び提示のあった関係帳簿等の監査と学校施設の

現地調査を実施した。 

 

 

第２ 監査の結果 

各小学校（１０校）とも事務は適正に処理されているものと認められた。 

なお、監査の過程において気付いた軽易な事項については、その都度口頭で指

摘し、是正及び改善を要する事項は次のとおりである。 

 

（１）各学校の詳細と管理等の是正及び改善について 

ア 員弁西小学校   

児童数 ３４４人、学級数 １６、職員数 ３６人 

   ○是正及び改善を要する箇所は見受けられなかった。 

 

イ 山郷小学校 

   児童数 ２４４人、学級数 １２、職員数 ３３人（調理員４人含む） 

○是正及び改善を要する箇所は見受けられなかった。 
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ウ 十社小学校 

   児童数 ９４人、学級数 ７、職員数 １９人（調理員３人含む） 

   ○是正及び改善を要する箇所は見受けられなかった。 

 

エ 丹生川小学校 

児童数 １１５人、学級数 ８、職員数 １７人 

   ○是正及び改善を要する箇所は見受けられなかった。 

 

オ 阿下喜小学校 

児童数 １５８人、学級数 ９、職員数 ２６人（調理員３人含む） 

   ○是正及び改善を要する箇所は見受けられなかった。 

      

カ 員弁東小学校 

児童数 ２３５人、学級数 １０、職員数 ２６人 

   ○是正及び改善を要する箇所は見受けられなかった。 

 

キ 笠間小学校 

   児童数 １９３人、学級数 １３、職員数 ２５人 

   ○是正及び改善を要する箇所は見受けられなかった。 

 

ク 三里小学校 

   児童数２４５人、学級数 １３、職員数 ２７人 

  ○是正及び改善を要する箇所は見受けられなかった。 

 

ケ 石榑小学校 

   児童数 ２８１人、学級数 １４、職員数３２人 

  ○是正及び改善を要する箇所は見受けられなかった。 

 

コ 治田小学校 

   児童数 １３０人、学級数 ７、職員数 ２０人 

  ○是正及び改善を要する箇所は見受けられなかった。 

 

 

（２）共通事項 

ア 切手及び受払簿について、 

○是正及び改善を要する箇所は見受けられなかった。 
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イ 備品台帳及び図書管理について 

○是正及び改善を要する箇所は見受けられなかった。 

 

ウ 施設内点検(遊具及び消防設備)について 

○是正及び改善を要する箇所は見受けられなかったが、緊急性のあるも

のについては教育委員会事務局と協議し対応されたい。 

 

エ 防災訓練及び交通安全の教室について 

○是正及び改善を要する箇所は見受けられなかった。各小学校ともに工

夫された防災訓練(地震・火災)及び安全教室が実施されている。 

 

オ 予算の執行について 

○是正及び改善を要する箇所は見受けられなかった。 

 

 

（３）事務上の改善を要する要望事項 

ア テレビ受信料の支出について 

校舎内にテレビはないが、ケーブルテレビの回線があるためテレビ受

信料を支払っている学校が見受けられた。教育委員会事務局と調整し、今

後の対応を検討されたい。 

 

イ 支出伝票の記載について 

財務システムの支出件名入力の際には、購入物品の具体例及び個数の

明記や使用目的等誰が見てもわかるように記載されたい。 

 

ウ 山郷小学校の漏水について 

  山郷小学校は現在も漏水が続いており早急に修繕する必要があるが、大

規模修繕工事になると思われるため慎重にかつ早急に対処されたい。 

 

 

（4）教育委員会事務局との協議事項 

ア 消耗品の単価契約の締結の協議について 

学校で使用するトイレットペイパーやコピー用紙の消耗品について、

購入経費の軽減を目的とした単価契約の締結を教育委員会事務局で検討

されたい。 
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イ 山郷小学校の漏水について 

山郷小学校の漏水工事費は、長寿命化計画の補助制度で修繕する計画

であるなら山郷小学校と調整のうえ事務を円滑に進められたい。 

 

ウ テレビ受信料の予算について 

    テレビ受信料の支払いについては、小学校は災害の避難所指定となって

いるため必要であるという回答であったので、ケーブルテレビの回線は不

可欠で受信料を支払うことは妥当と考える。しかし、防災の観点となると

ケーブルテレビの回線を必要としている部門が予算措置すべきであり、早

急に総務部と協議され、学校長へ周知されたい。 

 

エ 施設内点検(遊具及び消防設備)について 

遊具や消防施設等の定期点検の報告が小学校と教育委員会事務局に送

られているが、緊急性のあるものや修繕措置などの情報交換を学校長と

常に行い安全性の確保に努められたい。 

                                                               以上 


